
配付された源泉徴収票は、確定申告・

住宅貸付・奨学金の申込・保育園等の

所得証明等に必要です。最低１年間は

大切に保管してください。 

 

 

   

新しい年を迎え、いよいよ３学期が始まりました。今年もみなさんにとって読みやすく、わか

りやすい紙面づくりを心掛けていきますのでよろしくお願いいたします。 

さて、今回は「源泉徴収票の見方」及び「給与改定について」紹介します。 
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➀ 支払金額 

令和２年 1 月～令和２年１２月までの

給与等の総額 

年収 ② 給与所得控除後の金額 

①の金額に応じて算出（国税庁 給与所得

控除後の給与等の金額表より） 

所得 

③ 所得控除の額の合計 

生命保険料控除額や社会保険料等の合

計 

被扶養者の控除額が加算される 

④ 源泉徴収税額 

令和２年中に支払った所得税額 

⑥ 控除に関するもの 

年末調整で申告した内容 

⑤ 社会保険料等の金額 

令和２年中に支払った社会保険料 

健康保険料や年金保険料（共済掛金）等 

① ② ③ ④ 

⑤ 

 

 

⑥ 

 



 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が、令和２年１１月３０日付け教総９０６号で通知

がされました。 

 

○期末・勤勉手当の引き下げ（-0.05 月分） 

・ 年間の支給月数 4.50月分→4.45月分 

  ＜これからの予定＞ 

一

般

職

員 

 6月期 12月期 年間 

2年度 期末手当支給率 

     勤勉手当成績率 

1.３月（支給済み） 

0.95月（支給済み） 

1.25月（改定） 

0.95月 

2.55月 

1.9月 

３年度以降 

 期末手当支給率 

     勤勉手当成績率 

 

1.275 月 

0.95 月 

 

1.275 月 

0.95 月 

 

2.55月 

1.9 月 

 

 

 

  下記のものは年末調整では控除できないので、確定申告が必要です。 

① ふるさと納税を行った方（ワンストップ特例制度を利用していない方） 

② 医療費の支払いが１０万円以上となる方 

③ 住宅ローンを組んだ方（最初の１年目のみ） 

 

年末調整で申告漏れをした等、その他にも還付される場合があります。ご確認のうえ、令和３

年２月１６日（火）～令和３年３月１５日（月）の間に、税務署等で確定申告をしてください。 

 

 

                           

   山武市小中学校のホームページの

切替えに伴い、共同実施のホームペ

ージもリニューアルしました。                            

共同実施のイメージキャラクター

「さんべりー」をメイン画面にいれて

もらい、可愛らしく出来上がっていま

す。メニューボタン等、今まで以上に

見やすくなっているのでぜひご覧く

ださい。ホームページのアドレスは下

記のとおりです。    

                

http://www2.sammu.ed.jp/sammu_jimu/ 


